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情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
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・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど　

市
税
の
休
日
納
税
相
談

　

平
日
の
納
税
相
談
が
困
難
な
方
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
６
月
29
日
㈰
、９
時
〜
16
時

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
４

市
・
県
民
税
の
お
知
ら
せ

　

６
月
11
日
㈬
に
納
税
通
知
書
の

発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。６
月

30
日
㈪
が
第
１
期
の
納
付
期
限
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、納
め
忘
れ

の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、今
年
４
月
１
日
の
時
点

で
65
歳
の
方
は
、10
月
に
支
払
わ

れ
る
年
金
か
ら
市
・
県
民
税
の
特

別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　

平
成
11
年
〜
18
年
か
21
年
以
降

に
入
居
し
た
方
は
、市
・
県
民
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、給
与

支
払
報
告
書
や
確
定
申
告
書
に「
居

住
開
始
年
月
日
」と「
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
可
能
額
」の
記
載
が

な
い
と
、こ
の
控
除
を
適
用
で
き

ず
に
納
税
通
知
書
な
ど
を
送
付
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、該
当

す
る
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
市
民
税
課
へ
内
線
１
０
９

５国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度

　

平
成
24
年
10
月
か
ら
27
年
９
月

ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、10
年
前

ま
で
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、年
金
の

増
額
や
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。な
お
、現
在
老

齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
場
所
所
沢
年
金
事
務
所　

※

審
査
の
結
果
、ご
利
用
い
た
だ
け

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す　

問
合
せ

保
険
年
金
課
へ
内
線
１
０
５
６

介
護
保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力
を

　

65
歳
以
上
の
方
に「
介
護
保
険

料
納
入
通
知
書
」か「
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通

知
書
」の
い
ず
れ
か
を
、７
月
１
日

付
で
お
送
り
し
ま
す
。こ
の
う
ち

開
始
通
知
書
は
、年
間
の
保
険
料

を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
、年
金

か
ら
差
し
引
か
れ
る
方
に
の
み
送

付
し
ま
す
。

注
意
事
項
①
納
付
書
は
綴と

じ
て
い

ま
せ
ん
。納
期
順
を
お
間
違
い
の

な
い
よ
う
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い

②
納
入
通
知
書
と
開
始
通
知
書
の

両
方
が
送
付
さ
れ
た
方
は
、年
金

か
ら
の
差
し
引
き
が
10
月
か
ら
と

な
り
ま
す
。７
月
か
ら
９
月
ま
で

は
納
入
通
知
書
で
納
め
て
く
だ
さ

い　

※
特
別
な
事
情
で
一
時
的
に

納
付
が
困
難
な
方
は
、減
免
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
合
せ
介
護
保
険
課
へ
内
線
１
５

５
１

市
営
住
宅
の
入
居
登
録
者
を

募
集

　

市
営
住
宅
へ
入
居
を
希
望
す
る

方
の
登
録
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。今
回
、27
年
４
月
入
居
予
定

の
鵜
ノ
木
団
地（
２
戸
程
度
。二
人

以
上
の
世
帯
に
限
る
）の
募
集
も

あ
り
ま
す
。

対
象
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
平
成
26
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

狭
山
市
に
住
所
が
あ
る 

▼
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い 

▼
前
年
の

収
入
が
基
準
内 

▼
住
宅
に
困
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か 

▼
単
身

者
の
場
合
は
高
齢
者
、４
級
以
上

の
身
体
障
害
者
な
ど　

※
７
月
１

日
㈫
か
ら
住
宅
営
繕
課
で
募
集
案

内
を
配
布　

申
込
み
７
月
22
日
㈫

〜
25
日
㈮
、９
時
〜
17
時（
11
時
30

分
〜
13
時
を
除
く
）に
市
役
所
６

階
６
０
１
会
議
室
へ　

問
合
せ
住

宅
営
繕
課
へ
内
線
２
２
３
５

中
小
企
業
相
談
事
業
の
ご
利

用
を

　

新
製
品
の
研
究
・
開
発
、新
分
野

へ
の
進
出
を
目
指
す
中
小
企
業
者

の
た
め
に
、Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
産
業
活
性
化

協
会
の
専
門
員
が
相
談
を
受
け
、

ア
ド
バ
イ
ス
や
産
学
連
携
の
紹
介

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
さ
や
ま
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
21
へ
☎
２
９
６
８

‐
２
１
５
５

　情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、開

かれた市政を推進するための制度です。また、個

人情報保護制度は、市が保有する個人情報の取

り扱いに関する基本的事項を定めることで、市

民の皆さんのプライバシーを保護し、信頼され

る市政を推進するための制度です。いずれも市

役所2階行政資料室で、開示請求などの手続き

ができます。

　

 問合せ総務課へ内線3532

区 分 請求

開示件数 004

部分開示件数 022

不開示件数 001

取下げ 003

受付総件数 030

個人情報保護制度

区 分 請求 申出 計

開示件数 076 037 113

部分開示件数 093 047 140

不開示件数 068 000 068

取下げ 012 000 012

受付総件数 249 084 333

情報公開制度

狭山市ホットインフォメーション
　市役所からのお知らせを、さやまケーブル
テレビ10(101)チャンネル「広報ひろば」の枠
内で放送しています。なお、視聴は狭山ケーブ
ルテレビ㈱の利用者が対象です。

放送時間（金曜日更新）6時20分・
7時30分・13時・17時30分・22時
30分　※111chは7時10分もあり
問合せ狭山ケーブルテレビ㈱へ
☎2954‐2200

市　

政

市　

政

市　

政

情報ガイド情報ガイド情報ガイド情報ガイド

暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す

平成25年度 情報公開制度と　　　
個人情報保護制度の実施状況
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「
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
と

商
業
統
計
調
査
」に
ご
協
力
を

　

日
本
の
全
産
業
分
野
に
お
け
る

事
業
所
と
企
業
の
基
本
的
構
造
や

商
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、調
査
を
実
施

し
ま
す
。６
月
下
旬
に
調
査
員
が

伺
い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

調
査
期
日
７
月
１
日　

対
象
市
内

す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業　

問
合

せ
総
務
課
へ
内
線
３
５
３
４

不
用
品
の
登
録
制
度

▽
は
有
料
、▼
は
無
料
、◇
は
応
相
談

譲
り
ま
す
▽
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ

ー 

▼
釣
り
ざ
お（
海
釣
り
用
） 

▼

た
も
網 

▼
Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー 

▼

布
団
乾
燥
機 

▼
卓
上
ピ
ア
ノ 

▼

カ
ー
テ
ン（
幅
１
８
０
㎝
・
高
さ
１

８
０
㎝
） 

▼
夏
掛
け
布
団（
シ
ン

グ
ル
） 

▼
石
油
ス
ト
ー
ブ 

▼
石

油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー 

▼
洋
服
ダ
ン

ス 

▼
茶
ダ
ン
ス 

▼
下
駄
箱 

▼

エ
レ
ク
ト
ー
ン 

◇
テ
レ
ビ 

◇
３

段
水
切
り
か
ご 

◇
か
ぶ
と
飾
り 

◇
五
月
人
形（
金
太
郎
） 

◇
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト 

◇
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｃ
Ｄ

プ
レ
ー
ヤ
ー 

◇
電
気
カ
ー
ペ
ッ

ト 
◇
プ
リ
ン
タ
ー

譲
っ
て
く
だ
さ
い
▼
自
転
車 

▼

着
物 

▼
子
ど
も
乗
せ
自
転
車（
前

乗
せ
） 

▼
電
気
ミ
シ
ン 

▼
ベ
ビ

ー
カ
ー 

▼
ワ
ー
プ
ロ 

▼
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト 

▼
Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ

ー（
Ｔ
Ａ
Ａ
‐
Ｙ
１
１
） 
▼
マ
ン
ド

リ
ン 

▼
囲
碁
盤
・
碁
石 

◇
電
気

ミ
シ
ン 

◇
介
護
用
ポ
ー
タ
ブ
ル

ト
イ
レ 

◇
子
ど
も
乗
せ
自
転
車

（
前
乗
せ
）

※
利
用
は
、市
内
在
住
で
20
歳
以

上
の
方
に
限
り
ま
す
。交
渉
は

本
人
同
士
で
行
い
、ト
ラ
ブ
ル

の
際
も
対
処
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
・
登
録
月
〜
土
曜
日
、９
時

〜
16
時（
祝
日
を
除
く
）に
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ
不
用
品
登
録
専
用
電

話
へ
☎
２
９
５
４
‐
４
９
５
３

消
防
団
応
援
シ
ョ
ッ
プ
を

募
集

　

消
防
団
員
の
支
援
事
業「
狭
山

市
消
防
団
応
援
シ
ョ
ッ
プ
」の
協

賛
店
を
募
集
し
て
い
ま
す
。団
員

に
割
引
、優
待
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
で
き
る
企
業
、店
舗
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

登
録
い
た
だ

い
た
場
合
は
、

表
示
プ
レ
ー
ト

を
配
布
し
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
事
業
所
名
と
サ
ー

ビ
ス
内
容（
業
態
に
よ
り
一
部
を

除
く
）を
掲
載
し
ま
す
。

申
込
み
防
災
課
へ
内
線
３
６
９
７

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
注
意
！

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
は
、風
が
弱

く
て
気
温
が
高
い
晴
れ
た
日
に
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。注
意
報

な
ど
が
発
令
さ
れ
た
ら
、次
の
こ

消費者ホット情報

架空請求はがきにだまされないで

　数年前、被害が多発した架空請求はが

き（封書の場合もあり）の相談が再び増え

てきました。「有料コンテンツの利用料が

未納です」、「以前訪問販売で契約したとき

の不足料金について訴状を申し入れた」、

「訪問販売業者と紛争が発生しているの

で、裁判を通達します」といった内容の文

面で送られてきます。

　短い期限を切って連絡をするよう書か

れているので慌てて電話をしたくなりま

すが、決して電話をしないことです。まず

は消費生活センターに相談ください。

相談・問合せ月～金曜日の9時30分～16

時に消費生活センターへ☎2954‐7799

と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
外
出
や
屋
外
で
の
運
動
を
控
え

る 

▼
目
や
の
ど
に
刺
激
や
痛
み

を
感
じ
た
ら
室
内
に
入
り
、洗
眼

や
う
が
い
を
す
る
。よ
く
な
ら
な

い
と
き
は
、医
師
の
診
断
を
受
け

る 

▼
乳
幼
児
、高
齢
者
、病
弱
な

方
は
、被
害
を
受
け
や
す
い
の
で

特
に
注
意
す
る

問
合
せ
環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１

熱
中
症
に
気
を
つ
け
て

　

気
温
が
急
上
昇
す
る
こ
の
時
季
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
、熱
中
症
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
高
齢
者
は
上
手
に
エ
ア
コ
ン
の

使
用
を 

▼
暑
く
な
る
日
は
要
注

意 

▼
水
分
を
こ
ま
め
に
補
給 

▼

「
お
か
し
い
」と
思
っ
た
ら
病
院
へ 

▼
周
り
の
人
に
も
気
配
り
を　

問
合
せ
健
康
推
進
課
へ
☎
２
９
５

６
‐
８
０
５
０

農
薬
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
、農
薬
の

適
正
な
使
用
と
管
理
に
努
め
ま
し

ょ
う
。

▼
表
示
さ
れ
た
使
用
方
法
や
注
意

事
項
を
厳
守
し
、ほ
か
の
作
物
へ

飛
散
さ
せ
な
い 

▼
公
共
施
設
や

住
宅
地
に
近
接
す
る
場
所
で
は
、

剪せ
ん

定て
い

や
捕
殺
な
ど
農
薬
散
布
以
外

の
方
法
で
防
除
す
る 

▼
や
む
を

得
ず
散
布
す
る
と
き
は
、事
前
に

周
辺
住
民
な
ど
へ
周
知
し
、風
向

き
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
事
故
防

止
に
努
め
る 

▼
使
用
期
限
が
切

れ
た
農
薬
を
破
棄
す
る
と
き
は
、

専
門
業
者
に
処
理
を
依
頼
す
る
な

ど
責
任
を
持
っ
て
処
分
す
る

問
合
せ
農
業
振
興
課
へ
内
線
２
５

３
２

ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
に

ご
協
力
を

　

県
の
条
例
に
よ
り
、自
動
車
を

駐
停
車
し
た
と
き
に
は
、エ
ン
ジ

ン
を
停
止
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、一
定
規
模

以
上
の
駐
車
場
の
設
置
者
や
管
理

者
に
は
、看
板
な
ど
で
ア
イ
ド
リ

ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
周
知
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化
や
大
気
汚
染
の
原

因
、近
隣
へ
の
迷
惑
に
な
る
不
要

な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
を
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
環
境
課
へ
内
線
３
６
８
１

市
町
村
振
興
宝
く
じ 　
　

 

（
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
）

　

収
益
金
は
、市
町
村
の
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間
７
月
４
日
㈮
〜
25
日
㈮

抽
選
日
８
月
５
日
㈫　

※
全
国
の

宝
く
じ
売
り
場
で
発
売　

問
合
せ

財
政
課
へ
内
線
７
１
１
３


